
45

　

平
成
24
年
度
瑞
穂
町
一
般
会
計
を
１
、
9
2
9

万
4
千
円
減
額
し
、
下
水
道
特
別
会
計
を
１
億

2
5
2
万
１
千
円
減
額
お
よ
び
介
護
保
険
特
別
会

計
を
6
、
0
1
3
万
2
千
円
増
額
す
る
補
正
予
算

を
可
決
し
ま
し
た
。

補
正
予
算
を
可
決
し
ま
し
た

　

都
市
計
画
道
路
3
・
5
・
24
号
線
整
備
事
業
に
伴
い
、

現
5
6
6
号
線
を
廃
止
し
、
起
点
を
変
更
し
て
、
新
た

に
5
6
6
号
線
と
し
て
認
定
す
る
も
の
で
す
。

　
　
　

起
点　

大
字
武
蔵
27
番
地
1

　
　
　

終
点　

大
字
武
蔵
8
番
地
6

　
　
　

幅
員　

12
・
00
ｍ

　
　
　

延
長　

1
3
2
・
34
ｍ

町
道
を
認
定
し
ま
し
た

瑞
穂
町
暴
力
団
排
除
条
例

瑞
穂
町
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
に

関
す
る
条
例

瑞
穂
町
障
害
程
度
区
分
判
定
等
審
査
会
委
員

の
定
数
等
を
定
め
る
条
例

瑞
穂
町
福
祉
作
業
所
の
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例

瑞
穂
町
心
身
障
害
者
（
児
）
福
祉
セ
ン
タ
ー

あ
ゆ
み
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

瑞
穂
町
精
神
障
害
者
共
同
作
業
所
の
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例

瑞
穂
町
精
神
障
害
者
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ

ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

国
の
法
改
正
に
伴
い
条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た

24
年
度
瑞
穂
町

　
　
　
　一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
3
号
）

　
一
般
会
計
予
算
を
50
万
円
増
額

　

ス
ポ
ー
ツ
祭
東
京
2
0
1
3
の
啓
発
活
動
に
伴
い
、
そ

の
費
用
に
関
す
る
増
額
で
す
。

公
聴
会
等
に
参
加
し
た
者
の
実
費
弁
償
に
関

す
る
条
例

瑞
穂
町
廃
棄
物
の
処
理
及
び
再
利
用
の
促
進

に
関
す
る
条
例

　

条
項
の
変
更
の
ほ
か
、
一
般
廃
棄
物
処
理
施

設
の
技
術
管
理
者
の
資
格
を
追
加
す
る
も
の
で

す
。

24
年
度
瑞
穂
町

　
　
　
　一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
4
号
）

　
一
般
会
計
予
算
を
1
、
9
3
6
万
2
千
円
増
額

　

東
京
都
知
事
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
そ
の
費

用
に
関
す
る
増
額
で
す
。

24
年
度
瑞
穂
町

　
　
　
　一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
5
号
）

　
一
般
会
計
予
算
を
2
、
0
4
2
万
9
千
円
増
額

　

衆
議
院
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
そ
の
費

用
に
関
す
る
増
額
で
す
。

職
員
の
給
与
が
減
額
さ
れ
ま
す

　

東
京
都
人
事
委
員
会
勧
告
に
基
づ
き
「
瑞
穂
町

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
」
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
が
提
出
さ
れ
、
可
決
し
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
平
成
25
年
１
月
か
ら
職
員
の
給
与
が
平
均

で
0
・
32
％
、
月
額
1
、
3
3
6
円
減
額
さ
れ
ま

す
。

専
決
処
分
3
件
を
承
認
し
ま
し
た

5
6
6
号
線

　
　
　

起
点　

大
字
駒
形
富
士
山
3
4
0
番
地
1

　
　
　

終
点　

大
字
駒
形
富
士
山
3
3
6
番
地
1

　
　
　

幅
員　

1
・
82
ｍ　
　

延
長　

91
・
19
ｍ

町
道
を
廃
止
し
ま
し
た

97
号
線

　
　
　

起
点　

大
字
武
蔵
8
番
地
4

　
　
　

終
点　

大
字
武
蔵
8
番
地
6

　
　
　

幅
員　

12
・
00
ｍ　
　

延
長　

74
・
10
ｍ

5
6
6
号
線

条
項
の
変
更
が
主
な
も
の
で
す
。

 

障
害
者
自
立
支
援
法
の
改
正
に
伴
い
、
「
障
害
者

自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
文
言

を
改
め
る
も
の
で
す
。


